
公告 

  

福島復興再生特別措置法（平成２４年法律第２５号）第１７条の２５第１項の規定に

より、農用地利用集積等促進計画を次のとおり定める。 

 

令和６年１１月２５日 

 

福島県知事    内    堀    雅    雄   

 

１ 農用地利用集積等促進計画（令和６年度第１５号）の内容 

   別紙のとおり。  



　福島復興再生特別措置法　農用地利用集積等促進計画（令和６年度第１５号、令和６年１１月２５日公告）

氏名又は名称 住所又は所在地 氏名又は名称 住所又は所在地 所在及び地番 現況地目 契約面積（㎡） 権利の
種類 始期 終期

1
渡邉三郎法定相続人
渡邉　さき子　外１名

大阪府大阪市東成区
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字鶴ヶ崎1-4 田 1,192.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

2
渡邉三郎法定相続人
渡邉　さき子　外１名

大阪府大阪市東成区
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字鶴ヶ崎1-6 田 471.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

3
渡邉三郎法定相続人
渡邉　さき子　外１名

大阪府大阪市東成区
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字鶴ヶ崎1-7 田 2,980.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

4
渡邉三郎法定相続人
渡邉　さき子　外１名

大阪府大阪市東成区
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字鶴ヶ崎1-11 田 43.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

5
渡邉三郎法定相続人
渡邉　さき子　外１名

大阪府大阪市東成区
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字鶴ヶ崎1-13 田 178.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

6 谷平　正雄 福島県双葉郡広野町
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字本宮84 田 711.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

7 塚越　明徳 福島県双葉郡広野町
株式会社よこたファーム
代表取締役　横田　和希

福島県双葉郡広野町 福島県双葉郡広野町大字上北迫字本宮85 田 1,029.00 使用貸借 R6.11.26 R16.12.31

合計 7筆 6,604.00

利用権の設定内容

番号

利用権を設定する者 利用権の設定を受ける者 利用権を設定する土地
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